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企画課男女共同参画係です企画課男女共同参画係です
こんにちは！

女の人が
家のことをして
外で働くって
本当に大変だね。

ぼくたちも精一杯協力を
しないと…。

ぼくも
頑張って

勉強するよ！

１月号でお知らせをしました計画の基本目標の中味について、
お知らせをします。1月号と合わせてご覧ください。

　　「お互いの人権を尊重し　ともに築き支え合う　心豊かな国東市」を達成するために、市が行う
具体的な施策と担当課は次のようになります。　

●　「市報くにさき」による啓発活動（企画課・人権同和対策課・生涯学習課）
●　人権講演会の開催（人権同和対策課）
　　・「差別をなくす仏の里のつどい」や「人権フェスティバル」での人権講演会
　　・人権、同和教育啓発推進協議会などの総会時に人権講演会・人権講話
●　男女共同参画講演会の開催（企画課・生涯学習課）
●　学校教育活動を通じての啓発（学校教育課）
●　男女がともに社会参加するための意識啓発
　　・公民館活動、高齢者学級、女性学級などでの学習会や講座の開催（生涯学習課）
　　・「男女共同参画週間（毎年６月23日～29日）」について広報を通して市民に通知（企画課）
●　あらゆる分野での社会制度・慣行の見直しをするための意識調査の実施と啓発活動
　　・市の現状や市民の意識を把握し、意識調査の実施と啓発（企画課・人権同和対策課・生涯学習課）
・家庭・職場・地域の慣行などで、性別による偏りが生じているもの、
　生じるおそれがあるものについては見直しを呼びかけ（企画課）

●　男性の家事や家庭教育、介護の参画の促進（生涯学習課）
　　・男性の家事、家庭教育、介護への参加を促進
　　・家庭教育学級の充実と新たに男性の参加を支援
●　地域における男女共同参画の推進（生涯学習課）
　　・地域社会活動への参加を促進
　　・ボランティア活動への参加を促進
●　企業などへの職場内男女共同参画及び男女平等の推進（企画課・人権同和対策課）
●　企業などに研修会などの支援（人権同和対策課・生涯学習課）
●　市職員研修制度の充実・活用（総務課）
　　・固定的な性別役割分担意識をなくすため、各年齢層に対して、研修を通じての意識啓発
　　・セクシュアル・ハラスメント防止のための研修会を開催 
●　教育関係者への研修会・講演会の実施、参加（学校教育課）
●　男女平等に関する教育の推進（学校教育課）
　　・身の回りにあるジェンダ－（社会的性別）に気づく力の育成
　　・ジェンダ－にとらわれずに自己決定できる子どもの育成と協力し合う仲間づくりの養成
　　・男女混合名簿等の作成や男女混合活動等により、不必要な男女別の撤廃促進
　　・日常生活の再点検とお互いが認め合える職場づくり

第２回　国東市男女共同参画計画

基本目標

次回は、　第３回  基本目標  Ⅱ 男女の人権の尊重  のお知らせをします。
計画書をご覧になりたい方は、企画課男女共同参画係までお申し出ください。　　☎0978-72-5161

人権シリーズ vol.21

みんなの顔が見えるまち

　21世紀は人権の世紀と言われています。人権は、人が人生を送る上で最も大切な権利で、全ての人に等し
く保障されなければなりません。
　お互いに人権を尊重できるようにするためには、日頃から一人ひとりが人権感覚を高めていく努力が大切
であると考えられます。
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昨年の様子

Ⅰ 男女共同参画への意識改革

　先日、福岡で起きた飲酒運転による事故に対する
判決が大きな波紋を呼びました。判決の是非につい
ては様々な意見があるでしょうが、ここでは飲酒運
転による事故について考えてみます。
　大分県では平成18年度、飲酒運転の検挙率が全国
でワースト５に入っています。「飲んでも自分だけは
大丈夫」という考え方は、特に様々な機会を通じて
注意を呼び掛けている昨今では、「自分に関係な
い」、「他人ごと」といった自分本位な意識だと言え

ます。
　人権問題でも、同じようなことが起こっていませ
んか。講演会や学習会に参加した時は、「差別しては
いけない｣、「差別のことは何回も学習して知ってい
る」と理解した感覚になりますが、しばらく時間が
経過するとそのことをどこかにしまい込んだり、差
別をするのは他の人で、自分には関係ないと思って
しまうこともあります。

あなたの中にある人権意識

◆他人ごと？

　私たち一人ひとりも物事に対して様々な見方を
し、自分の内側にある偏見や差別意識に気付くこと
が差別をなくす第一歩です。私たちの生活する社会
の中にある様々な人権問題を他人事ではなく、自分
のこととして考えるきっかけとなるのは学習の積み

重ねです。
　講演会や学習会などに参加して人権意識を身に付
けることができたら、そこからもう一歩進んで、学
んだ知識を日常生活の中で自然な行動として生かす
ことが大切です。

　市報くにさき１月号13ページ「人権シ
リーズvol.20」に誤りがありました。

　大盛況 !! 人権フェスティバル !! テーマ
「心をつなぐまちづくり」中、上段の写
真は、下段記事「フリーフェスタ」の写
真でした。正しくは次の写真でした。

お詫びして訂正します。

◆一人ひとりの行動

日時 ２月14日㈭  午後１時30分から
場所 アストくにさきアストホール

●市内３高校の生徒による合唱、人権の詩朗読
●「ぬくもり工房ＩＣｃＡＫ」による人権コンサート

お詫びと訂正

▶ 高校生以外の方も鑑賞出来ます
第６回高校生人権コンサート

国東市生涯学習課　古河

入場は無料です（アンケートにご協力ください）。
問い合わせ　生涯学習課人権･同和教育係　☎0978722121

（1月15日現在。変更する場合もあります）


